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○ 接 着 剤 ，接 着 剤 の 製 造 方 法 及 び そ れ を 用 い た 回 路 接 続 構 造 体 の 製

造 方 法 の 発 明 に お い て ，明 細 書 に 記 載 さ れ て い る シ ラ ン カ ッ プ リ ン

グ 剤 の 調 製 例 に は ，い ず れ も シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 剤 を Ｇ Ｐ Ｃ 測 定 し

た こ と が 記 載 さ れ て い る が ，Ｇ Ｐ Ｃ 測 定 に 用 い ら れ た カ ラ ム 及 び そ

の 溶 媒 に つ い て 特 定 さ れ て い な い 以 上 ，Ｇ Ｐ Ｃ 測 定 に 係 る 測 定 条 件

が 開 示 さ れ て お ら ず ，当 該 明 細 書 の 記 載 か ら ，当 業 者 が 一 般 的 な 通

常 の 測 定 条 件 に よ っ て 測 定 さ れ た も の と 理 解 す る こ と が で き る も

の と い う こ と も で き ず ， 実 施 可 能 要 件 に 違 反 す る 。

○ 本 件 明 細 書 の 発 明 の 詳 細 な 説 明 に は ，本 件 発 明 １ に 係 る 接 着 剤 の

接 着 力 に つ い て ，そ の 効 果 が 実 施 例 と し て 具 体 的 に 開 示 さ れ て い る

以 上 ，サ ポ ー ト 要 件 に 違 反 す る も の で は な く ，こ れ と 異 な る 審 決 の

判 断 が 誤 り で あ る と さ れ た 事 例

（関連条文）特許法３６条

本件は，原告が，発明の名称を「接着剤，接着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構

造体の製造方法」とする本件特許に対する無効審判請求について，特許庁が本件特許を無効

とした審決の取消しを求める事案である。

本判決は，次のとおり判示するなどして，本件特許はサポート要件に違反するとした本件

審決の判断は誤りであるところ，本件発明１ないし５及び９にかかる特許は，実施可能要件

を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は，サポート要件に係る本件審決の判断の誤

りとは関係がなく，相当であるから，本件発明６ないし８及び１０に係る部分についてのみ，

審決を取り消した。

まず，本判決は，実施可能要件について，本件明細書の発明の詳細な説明には，シランカ

ップリング剤の調製例が記載されているところ，「かかる調製例では，いずれもシランカッ

プリング剤をＧＰＣ測定したことが記載されているものの，その際に使用されたＧＰＣ及び

当該ＧＰＣ測定に用いられたカラムについては，いずれもその製造メーカーすら，特定され

ていない。したがって，本件明細書には，シランカップリング剤のＧＰＣ測定が原告主張の

ように本件カラムにより行われたことを直接示す記載は存在しないといわなければならな

い。」「しかも，本件明細書において，シランカップリング剤におけるＧＰＣ測定と，フェノ

キシ樹脂に関するＧＰＣ測定について，同一の条件で実施したことに関する明示の記載はな

い。また，本件明細書の記載順についても，シランカップリング剤の調製例に関する記載（【０

０２８】～【００３０】）においては，ＧＰＣ測定におけるカラムに関する記載がされず，



しかも，ＧＰＣに関する記載も，測定の結果としてのＡ－１とＡ－２との面積比が記載され

ている（シランカップリング剤のオリゴマーを作成した比較調製例１を除く）のみであるが，

その後に記載されたフェノキシ樹脂の合成実験例（【００３１】）においては，測定条件（使

用機器，流速，本件カラム）についても記載されているものである。したがって，測定内容

（面積比・分子量），測定対象（シランカップリング剤・フェノキシ樹脂）の分子量及び分

子構造の相違を捨象し，本件明細書において，シランカップリング剤のＧＰＣ測定が，フェ

ノキシ樹脂におけるＧＰＣ測定と同一の条件で実施されたものと開示されているとまで，い

うことはできない。」「本件明細書において，シランカップリング剤のＧＰＣにおける測定条

件が開示されていない以上，本件明細書において，ＧＰＣカラムの溶媒についても開示され

ているものではないことは明らかである。」「以上からすると，本件明細書には，本件カラム

及びＴＨＦを使用したか否かを含め，シランカップリング剤のＧＰＣ測定に係る測定条件が

開示されておらず，また，本件明細書の記載から，当業者が一般的な通常の測定条件によっ

て測定されたものと理解することができるものということもできない。そして，原告も，Ｇ

ＰＣ測定において，一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合，測定結果が異

なること，すなわち，ＧＰＣ測定においては，測定条件が異なれば測定結果が異なること自

体は争わないところ，シランカップリング剤のＧＰＣ測定において，溶媒を変更した場合（Ｔ

ＨＦ，トルエン，ＤＭＦ），測定結果が有意に異なることは，甲５証明書から明らかである。

したがって，シランカップリング剤におけるＡ－１とＡ－２との面積比をＧＰＣ測定する場

合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１ないし５及び

９について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていると

いうことはできない。」と判断した。

次に，サポート要件について，「本件発明１の効果，すなわち，①高接着力でロットばら

つきが発生せず，高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び②保管

時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤

が提供されたことについては，いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示され

ているということができる。」「本件審決は，本件発明１の課題について，①高接着力でロッ

トばらつきが発生せず，高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及び

②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える

接着剤が提供されたこと認定しており，本件発明１の課題に関する認定については，何らの

誤りはない。しかしながら，本件審決は，サポート要件の判断において，②接着剤の保管時

や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤の

提供という課題についてのみ，当業者が認識することができるか否かについて判断を行い，

①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての

判断を行っていない。また，先に指摘したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本

件発明１に係る接着剤の接着力について，その効果が実施例として具体的に開示されている

のであるから，本件審決のサポート要件の判断には，本件明細書の発明の詳細な説明の記載



内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。本件審決は，本件発明１について

説示した理由と実質的に同一の理由により，本件発明６ないし８及び１０がサポート要件に

違反すると判断しているところ，本件審決における本件発明１のサポート要件に係る判断が

誤りである以上，本件発明６ないし８及び１０についても，本件審決のサポート要件に係る

判断が誤りであることは明らかである。なお，原告の主張に鑑み付言すると，本件審決は，

サポート要件の判断について，「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点につい

て判断をするとした上で，本件発明は，サポート要件を欠くものと判断しているところ，本

件発明６ないし８及び１０は，いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」に

ついて何らかの特定を有する発明ではないから，「シランカップリング剤とオリゴマーとの

割合」についてのみ検討した上で，本件発明１ないし５及び９と実質的に同一の理由により，

本件発明６ないし８及び１０についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断

は，それ自体誤りであるというべきである。」と判断した。

その上で，「以上からすると，その余の点について判断するまでもなく，本件発明に関す

るサポート要件に係る本件審決の判断は誤りであるところ，取消事由１において先に述べた

とおり，本件発明１ないし５及び９にかかる特許は，実施可能要件を欠き無効にすべきであ

るとの本件審決の判断は，サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく，相当

であるから，サポート要件に違反するとした本件審決の判断は，本件発明６ないし８及び１

０に係る部分についてのみ，相当でなく，取消しを免れない。」と判断した。


